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 みなさんが「進学する」という事 

は，経済的なことも考える必要があ 

ります。したがって，進路希望を考え 

る際には，家族としっかりと相談し 

ておくことが大切になります。では， 

お金がなければ進学できないのでし 

ょうか。間違いではありませんが，経 

済的理由で希望の進路をあきらめる 

ことのないように，様々な奨学金制                         2016.6.3 リビング京都 

度があります。では，進学するためにはどのくらいのお金が必要なのでしょうか？ 

 右上の資料は、雑誌の記事から抜粋したものです。おおよその金額ですが，公立高校に進学した場合１年間で

の学習にかかる費用は 40 万円ほど。３年間で卒業したとしたらその３倍が高校時代にかかります。私立高校に

進学した場合は１年間で 100 万円ちかくかかります。さらに，大学への進学を考えているなら，高校卒業後も上

表のように費用がかかることになります。４年で卒業したとしたら，上表の費用の４倍が在学中にかかります。 

 では，高校進学でどこにどれくらい費用がかかるのか，もう少し詳しくみてみましょう。 

 

＜公立高校の場合＞（例 山城高校） 

・受検料 2,200 円 ・入学金 5,650 円 ・授業料 118,800 円（減免措置あり） ・学校諸費 約 48,000 円 

・制服一式 約 60,000 円 ・体操服等 約 18,000 円 ・教科書・教材費 約 23,000 円 

・研修旅行の積み立て 普通科 約 80,000～120,000 円／文理総合科 約 135,000 円 

・iPad＋管理費用等約 7万円 

＊授業料は国の支援金で免除される場合がありますが，それでも合計 20 万円程度のお金が初年度は必要です。

（年収が 910 万円を超える家庭は授業料が必要です） 

  他の公立高校もほぼ同じくらいですが，研修旅行の行き先によって多少の増減があります。 

 

＜私立高校の場合＞ 

・受験料 20,000 円前後 ・入学金 約 150,000 円～ ・授業料 300,000 円～（減免措置あり）  

・教育費や施設設備費 ・制服・学用品等 約 50,000～100,000 円 ・その他諸経費 約 30,000 円～ 

＊合計 90 万～100 万円程度必要です。私立高校においても，公立高校と同額の就学支援金 118,800 円～396,000

円が補助されます。（年収の目安 590 万円まで）また，所得制限はありますが，「あんしん修学支援制度」を受け

ることが出来れば，最大 65 万円を給付してもらえます。満額給付されると公立と変わらない負担となります。

また，京都府が「修学資金の貸与」を募集しており，予約申請をしておくと，公立 18,000 円，私立 30,000 円ま

で毎月借りることが出来ます。 

進路については，家族とよく話し合って，協力してもらえるように日々努力を続けましょう。 



☆全員対象の就学支援金（給付）☆ 

国の政策で高等学校に進学すれば全員に給付され（返す必要が無い），公立高校の場合は年額 118,800 円，私

立高校へ進学した者にも年額最大 396,000 円の給付があります。公立高校の場合は世帯の年収 910 万円まで，私

立高校の場合は世帯の年収 590 万円までが目安です。３年生には本号とともに案内を配付します。ご質問などが

ありましたら，公立高校については京都府教育庁指導部高校教育課（075-574-7516），私立高校については京都府

文化スポーツ部文教課（075-414-4516 または 4517）にお問い合わせください。 

 

☆京都府が行っている事業☆ 

①あんしん修学支援事業（給付） 

・生活保護世帯：92 万 9千円まで給付（国の就学支援金含む） 

・保護者の年収が約 590 万未満程度の場合：65万円まで給付（国の就学支援金含む） 

※高校へ入学後，申請します。 

これらの資金は入学が確定してから（在学証明が発行されてから）の支給となるので，入学金や制服代や教科

書代など入学当初に必要な時期には間に合いません。ご質問などがありましたら，京都府文化スポーツ部文教課

（075-414-4516 または 4517）にお問い合わせください。 

②修学資金の（貸与）事業…◆ 

高校入学後にも申請できますが，中学校在籍中に予約申請をすることができます。 

    公立 18,000 円以内（月額） 私立 30,000 円以内（月額） （自宅外は 5,000 円加算できる） 

（年収約 472 万円以内である事） 

 

☆社会福祉協議会が行っている事業☆ 

年間所得が生活保護世帯の 1.8 倍までの収入である家庭は，事前に手続をしておけば，入学前に必要な資金を

借りることができます。 

①教育支援金：修学するために必要な経費を，他の公的資金貸与制度への「つなぎ資金」として 6ヶ月を上限 

として借りることが出来ます。 

②就学支度金：高校や高専などへの入学に際し，必要な経費を借りることができます。 

＊どちらも公的資金が支給された段階で全額一括返済となります。  

ご質問などがありましたら，中京区社会福祉協議会(075-822-1011)にお問い合わせください。 

 

どの奨学金も申請してから認定されるまでに，最低 1ヶ月程度必要です。資金に関するご相談はお早めにご相

談ください。また，高校によっては独自に行っている奨学金制度があったり，使えない制度があることもありま

す。希望する高校に直接聞くこともできます。 

 

☆進路保護者会☆ 

10 月 14 日（木）13 時 25 分から，本校体育館にて進路保護者会を行います。今後の進路選択や具体的な手続

きなどについて進路担当の井上からご説明させていただきます。今年度は申込が必要ですので，10 月 7 日（木）

までに担任の先生にご提出ください。 


